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千葉市耐震改修費補助金交付要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 市長は、千葉市耐震改修費補助事業要綱(以下「事業要綱」という。）

第１１条の規定に基づき、木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助す

ることについて必要な事項を定め、予算の範囲内において、千葉市補助金等

交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）、事業要綱

及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、事業要綱に定めるところに

よる。 

第２章 補助額 

 （経費及び補助額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次の各号に掲げる設計費、工事費及び監理費とする。 

（１）設計費 耐震改修に係る設計に要する費用で、設計者に支払った額 

（２）工事費 耐震改修に係る工事に要する費用で、施工者に支払った額 

（３）監理費 耐震改修に係る監理に要する費用で、監理者に支払った額 

２ 耐震改修に対する補助額は、設計費の３分の１以内の額並びに工事費及び

監理費の合計額の３分の１以内の額（千円未満の端数は、切り捨てる）とす

る。ただし、設計費については１０万円を限度とし、工事費及び監理費の合

計については５０万円を限度とする。 

３ 設計における耐震改修前の耐震診断の結果、上部構造評点が１．０以上と

なった場合、補助対象経費及び補助額は、第１項及び第２項の規定にかかわ

らず、次の各号の規定による。 

（１）補助対象経費は、現況調査及び耐震改修前の耐震診断に要する費用で、

設計者に支払った額とする。 

（２）補助額は、補助対象経費の３分の１以内の額（千円未満の端数は、切り

捨てる。）とする。ただし、５万円を限度とする。 

第３章 手続き 

第１節 設計費 

（交付の申請） 

第４条 設計費に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市木造住宅耐震改修

費補助金交付申請書［設計費］（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付

して、設計に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。た

だし、第２号から第４号までの書類については、個人情報確認同意書（様式

第２１号）の提出により省略することができる。又、同一年度内に千葉市耐

震診断費補助金の交付を受けて耐震診断した場合、第３号から第６号の書類

の添付は省略することができる。 
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（１）設計に要する費用に係る見積書又はその写し 

（２）所得証明書 

（３）住民票、又は外国人登録原票記載事項証明書 

（４）市民税、固定資産税、都市計画税納税証明書 

（５）補助対象住宅の登記事項証明書 

（６）耐震診断報告書（財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診

断と補強方法」に適合しているものに限る。）の写し 

（７）設計者が事業要綱第２条第９号イに該当する場合は、補助対象住宅を設

計した建築士であることを証する書類及び木造住宅耐震診断講習会修了証

の写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定通知等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査

し、適当であると認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定

通知書［設計費］（様式第２号）により、すみやかに通知するものとする。 

２ 市長は、規則第４条第３項の規定により、補助金を交付することが適当で

ないと認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

（交付の条件） 

第６条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合、次の各号に

掲げる条件を附するものとする。 

（１） 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合（以下「遅延等」という。）には、速やかに市長に報告し、その

指示を受けること。 

（事業内容の変更）  

第７条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容を

変更するときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付申請書（様式第

４号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、これにより

補助額を増額することはできない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、

適当であると認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金変更交付決定

通知書［設計費］（様式第５号）により通知するものとする。 

（事業の取下げ及び事業の中止） 

第８条 補助金の交付を申請した者が、第５条に規定する交付決定通知前に事

業の取下げをしようとするときは、すみやかに千葉市木造住宅耐震改修費補

助事業取下げ届出書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第６条第２号に規定する事業の中止に係る承認を受けよう

とするときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中止承認申請書（様式第

７号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、
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承認することが適当と認めたときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業中

止承認書（様式第８号）により通知するものとする。 

（設計の遅延等） 

第９条 補助事業者は、第６条第３号に規定する遅延等について報告するとき

は、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業遅延等報告書（様式第９号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告書が提出された場合、当該報告の内容を確

認し、千葉市木造住宅耐震改修費補助事業遅延等に係る指示書（様式第１０

号）により指示するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、設計の完了を報告するときは、千葉市木造住宅耐震

改修費補助事業実績報告書［設計］（様式第１１号）に、次の各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、改修前の耐震診断を

精密診断法により行い、当該診断費用を補助対象経費としない場合、改修設

計図等のうち改修前の精密診断報告書、精密診断に係る調査概要書及び精密

診断に係る現地調査の写真は除く。 

（１）改修設計図等 

（２）設計の実施に係る契約書の写し 

（３）設計に要した費用に係る領収書の写し 

２ 前項の規定による報告は、補助金の交付決定があった日から起算して４５

日以内かつ当該年度の３月１５日までに行うものとする。 

（額の確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合、提出された書類を審

査し、交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助額を

確定し、千葉市木造住宅耐震改修費補助金額確定通知書［設計費］（様式第１

２号）により通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１２条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を請求

するときは、千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書（様式第１３号）

を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、

速やかに補助金を交付するものとする。 

第２節 工事費・監理費 

（交付の申請） 

第１３条 工事費及び監理費に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市木造

住宅耐震改修費補助金交付申請書［工事費・監理費］（様式第１４号）に次の

各号に掲げる書類を添付して、耐震改修の工事及び監理に係る契約を締結す

る前に、市長に申請しなければならない。ただし、監理費に係る補助金の交

付を申請しないとき、第２号の書類は除く。 

また、千葉市木造住宅耐震改修費補助金［設計費］の交付を受けていない

場合には、第４条第１項第２号から第７号に掲げる必要書類及び第１０条第

１項第１号に掲げる改修設計図等を併せて添付するものとする。 
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（１）耐震改修に係る工事に要する費用の見積書又はその写し 

（２）耐震改修に係る監理に要する費用の見積書又はその写し 

（３）施工者に係る次のいずれかの書類 

  ア 事業要綱第２条第１２号アに該当する場合は、建設業法による許可書 

  イ 事業要綱第２条第１２号イに該当する場合は、当該規定の要件を満た

すことを証する書類 

  ウ 事業要綱第２条第１２号ウに該当する場合は、補助対象住宅の建設工

事を請け負い、当該住宅を建設した者であることを証する書類 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、第１１条に規定する設計費に係る補助額の確定

通知後に行うものとする。 

（規定の準用） 

第１４条 前条の申請があった場合、次に掲げる事項については、第５条から

第９条、第１１条及び第１２条の規定を準用する。 

（１）交付決定通知及び不交付決定通知 

（２）交付決定に当たって条件を附すこと 

（３）補助事業の内容変更に係る申請及び決定通知 

（４）補助事業の取下げに係る届出及び補助事業の中止に係る承認申請及び承

認通知 

（５）遅延等の報告及び指示 

（６）補助金の額の確定通知 

（７）補助金の交付の請求 

２ 前項においては、次の表のア欄に掲げる規定の同表イ欄に掲げる字句は、

同表ウ欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。 

ア イ ウ 

第５条 

第１項 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金交付決定通知書［設計費］

（様式第２号） 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金交付決定通知書［工事

費・監理費］（様式第１５号） 

第７条 

第２項 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金変更交付決定通知書［設

計費］（様式第５号） 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金変更交付決定通知書［工

事費・監理費］（様式第１６

号） 

第１１条 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金額確定通知書［設計費］

（様式第１２号） 

千葉市木造住宅耐震改修費補

助金額確定通知書［工事費・

監理費］（様式第１８号） 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、工事及び監理の完了を報告するときは、千葉市木造

住宅耐震改修費補助事業実績報告書［工事・監理］（様式第１７号）に次の各

号に掲げる書類（以下「竣工書類」という。）を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、監理費に係る補助金の交付を申請しなかったとき、

第３号及び第４号の書類は除く。 
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（１）事業要綱第１０条第２項で定める状況写真及び材料写真 

（２）工事に係る契約書の写し及び領収書の写し 

（３）監理に係る契約書の写し及び領収書の写し 

（４）耐震改修工事監理報告書の写し 

２ 前項の規定による報告は、補助金の交付決定があった日から起算して６０

日以内かつ当該年度の３月１５日までに行うものとする。 

第４章 指導・検査 

 （指導及び助言） 

第１６条 市長は、補助事業者に対して、耐震性能の向上について、指導及び

助言を行うことができるものとする。 

 （検査） 

第１７条 市長は、耐震改修に係る工事の内容を確認するため、当該工事の主

たる工事を実施した後で仕上げ工事を行う前に、補助対象住宅に立ち入って

検査を行うことができるものとする。 

２ 市長は、前項の検査を行う場合、その日時を補助事業者と調整した上で決

定するものとする。 

３ 市長は、検査に、施工者、設計者及び監理者の立会いを求めることができ

る。 

４ 補助事業者、施工者、設計者及び監理者は、当該検査に協力しなければな

らない。 

５ 市長は、検査の結果、工事の内容が設計と異なると認めたとき、補助事業

者及び施工者に、工事の改善を指示することができる。 

６ 市長は、前項による指示を行った場合、再度検査を行うものとする。 

７ 市長は、前項の検査の結果、工事が適切に行われていないと認めた場合、

補助金の交付決定を取り消すことができる。 

第５章 取消等 

（決定の取消通知） 

第１８条 市長は、補助事業者が、前条第７項に該当すると認めた場合又は規

則第１７条第１項に該当する不正な行為を行ったと認めた場合、第５条第１

項又は第１４条の規定により準用する第５条第１項の交付決定を取り消し、

千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付決定取消通知書（様式第１９号）によ

り通知するものとする。 

 （返還命令） 

第１９条 市長は、補助事業者に対し、規則第１８条第１項の規定による補助

金の返還命令を行う場合、千葉市木造住宅耐震改修費補助金返還命令書（様

式第２０号）によるものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第２０条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は

担保に供してはならない。 

（有効活用） 

第２１条 補助事業者は、補助事業により耐震改修した住宅を、有効に活用す

るよう努めなければならない。 
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第６章 補則 

（補則） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は都

市局長が別に定める。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成１７年５月１０日から施行する。 

２ この要綱は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年６月２６日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 


